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ニ ュ ー ス

各戸配付各戸配付各戸配付各戸配付

これから自力再建を考えている皆さんへ

≪住宅ローンの利子（最大457万円）・引っ越し費用などに補助

ニュース①

震災前の高田松原

補助の対象になる方

自 分 で 用 意 し た 土 地 に個 別 に移 転 （ 自力 再 建） す る方 は 、「 が け地 近 接等 危 険自 分 で 用 意 し た 土 地 に個 別 に移 転 （ 自力 再 建） す る方 は 、「 が け地 近 接等 危 険自 分 で 用 意 し た 土 地 に個 別 に移 転 （ 自力 再 建） す る方 は 、「 が け地 近 接等 危 険自 分 で 用 意 し た 土 地 に個 別 に移 転 （ 自力 再 建） す る方 は 、「 が け地 近 接等 危 険

住 宅 移 転 事 業 」 の 対 象 にな り 、補 助 を 受け る こと が でき ま す。 補 助申 請 の手 続 き住 宅 移 転 事 業 」 の 対 象 にな り 、補 助 を 受け る こと が でき ま す。 補 助申 請 の手 続 き住 宅 移 転 事 業 」 の 対 象 にな り 、補 助 を 受け る こと が でき ま す。 補 助申 請 の手 続 き住 宅 移 転 事 業 」 の 対 象 にな り 、補 助 を 受け る こと が でき ま す。 補 助申 請 の手 続 き

は 次 の と お り で す の で 、忘 れ ずに 申 請 しま し ょう 。は 次 の と お り で す の で 、忘 れ ずに 申 請 しま し ょう 。は 次 の と お り で す の で 、忘 れ ずに 申 請 しま し ょう 。は 次 の と お り で す の で 、忘 れ ずに 申 請 しま し ょう 。

未完成

782

東日本大震災時の浸水区域に住居していた世帯で、これから自分で探した高台等の安全な土地に

自力再建しようとしている方。※高田地区・今泉地区土地区画整理事業区域内からの移転を除く

がけ地や津波浸水地などの災害危険区域から、安全な土地へ移転する際の移転にかかる費用

（住宅ローンの利子相当額及び住居の撤去、引っ越し費用等）を補助する事業です。

がけ地近接等危険住宅移転事業とは

補助金の額

補助申請手順

※※※※１．１．１．１．補助金の申請（②）の前に、工事着手や住宅建築の契約をした場合は、補助の対補助金の申請（②）の前に、工事着手や住宅建築の契約をした場合は、補助の対補助金の申請（②）の前に、工事着手や住宅建築の契約をした場合は、補助の対補助金の申請（②）の前に、工事着手や住宅建築の契約をした場合は、補助の対

象になりません。また、土地購入について、利子補助を受ける場合も、土地売買契約前象になりません。また、土地購入について、利子補助を受ける場合も、土地売買契約前象になりません。また、土地購入について、利子補助を受ける場合も、土地売買契約前象になりません。また、土地購入について、利子補助を受ける場合も、土地売買契約前

に申請してください。に申請してください。に申請してください。に申請してください。

※※※※２．平成２８年３月３１日までに実績報告（④）を完了する必要があります。２．平成２８年３月３１日までに実績報告（④）を完了する必要があります。２．平成２８年３月３１日までに実績報告（④）を完了する必要があります。２．平成２８年３月３１日までに実績報告（④）を完了する必要があります。

問い合わせ先
被災者支援室（内線３４２）被災者支援室（内線３４２）被災者支援室（内線３４２）被災者支援室（内線３４２）

公共施設の整備方針を策定

≪従来の面積を約１０％縮小、利便性と維持管理費の低減を重視≫

ニュース④

コミュニティホールコミュニティホールコミュニティホールコミュニティホール ����0192019201920192----54545454----5520552055205520

予約受付時間：午前予約受付時間：午前予約受付時間：午前予約受付時間：午前9999時から午後時から午後時から午後時から午後9999時時時時

平 成平 成平 成平 成 2 72 72 72 7 年年年年 5555 月月月月 1 11 11 11 1 日 か ら 、 コ ミ ュニ テ ィホ ー ルの 利 用 を開 始 しま し た。 同 施設日 か ら 、 コ ミ ュニ テ ィホ ー ルの 利 用 を開 始 しま し た。 同 施設日 か ら 、 コ ミ ュニ テ ィホ ー ルの 利 用 を開 始 しま し た。 同 施設日 か ら 、 コ ミ ュニ テ ィホ ー ルの 利 用 を開 始 しま し た。 同 施設

は 、 シ ンガ ポ ール 共和 国 の 皆様 か ら多 大な ご 支 援を い ただ き建 設 さ れた も ので す。は 、 シ ンガ ポ ール 共和 国 の 皆様 か ら多 大な ご 支 援を い ただ き建 設 さ れた も ので す。は 、 シ ンガ ポ ール 共和 国 の 皆様 か ら多 大な ご 支 援を い ただ き建 設 さ れた も ので す。は 、 シ ンガ ポ ール 共和 国 の 皆様 か ら多 大な ご 支 援を い ただ き建 設 さ れた も ので す。

市 内 外 を 問 わ ず 、 集 会や サ ーク ル 活 動な ど 、だ れ でも 利 用で き ます 。 申請 方 法市 内 外 を 問 わ ず 、 集 会や サ ーク ル 活 動な ど 、だ れ でも 利 用で き ます 。 申請 方 法市 内 外 を 問 わ ず 、 集 会や サ ーク ル 活 動な ど 、だ れ でも 利 用で き ます 。 申請 方 法市 内 外 を 問 わ ず 、 集 会や サ ーク ル 活 動な ど 、だ れ でも 利 用で き ます 。 申請 方 法

や 使 用 料 な ど 、 詳 細 は 市ホ ー ムペ ー ジ をご 覧 いた だ くか 、 コミ ュ ニテ ィ ホー ル まや 使 用 料 な ど 、 詳 細 は 市ホ ー ムペ ー ジ をご 覧 いた だ くか 、 コミ ュ ニテ ィ ホー ル まや 使 用 料 な ど 、 詳 細 は 市ホ ー ムペ ー ジ をご 覧 いた だ くか 、 コミ ュ ニテ ィ ホー ル まや 使 用 料 な ど 、 詳 細 は 市ホ ー ムペ ー ジ をご 覧 いた だ くか 、 コミ ュ ニテ ィ ホー ル ま

で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。で お 問 い 合 わ せ く だ さ い。

詳しくは、復興対策局計画係詳しくは、復興対策局計画係詳しくは、復興対策局計画係詳しくは、復興対策局計画係（内線４３１）（内線４３１）（内線４３１）（内線４３１）まで。まで。まで。まで。

コミュニティホールの利用がスタート

≪集会やサークル活動等の拠点に≫

市 は 、 高田 地 区・今 泉 地 区に お ける 被災 し た 公共 施 設の 整備 方 針 を策 定 しま した 。市 は 、 高田 地 区・今 泉 地 区に お ける 被災 し た 公共 施 設の 整備 方 針 を策 定 しま した 。市 は 、 高田 地 区・今 泉 地 区に お ける 被災 し た 公共 施 設の 整備 方 針 を策 定 しま した 。市 は 、 高田 地 区・今 泉 地 区に お ける 被災 し た 公共 施 設の 整備 方 針 を策 定 しま した 。

方 針 の 概 要 は 、 次 の と おり で す。方 針 の 概 要 は 、 次 の と おり で す。方 針 の 概 要 は 、 次 の と おり で す。方 針 の 概 要 は 、 次 の と おり で す。

１ 基本方針と施設の配置

新 し い ま ち づ く り に おい て 求め ら れ る機 能 や利 便 性を 考 慮し つ つ、 効 率的 か つ合新 し い ま ち づ く り に おい て 求め ら れ る機 能 や利 便 性を 考 慮し つ つ、 効 率的 か つ合新 し い ま ち づ く り に おい て 求め ら れ る機 能 や利 便 性を 考 慮し つ つ、 効 率的 か つ合新 し い ま ち づ く り に おい て 求め ら れ る機 能 や利 便 性を 考 慮し つ つ、 効 率的 か つ合

理 性 が 図 ら れ る よ う に 、避 難 所等 の 機 能を 有 する 施 設は 高 台に す るこ と とし 、 利便理 性 が 図 ら れ る よ う に 、避 難 所等 の 機 能を 有 する 施 設は 高 台に す るこ と とし 、 利便理 性 が 図 ら れ る よ う に 、避 難 所等 の 機 能を 有 する 施 設は 高 台に す るこ と とし 、 利便理 性 が 図 ら れ る よ う に 、避 難 所等 の 機 能を 有 する 施 設は 高 台に す るこ と とし 、 利便

性 が 求 め ら れ る 施 設 に つい て は、 か さ 上げ 地 及び 低 地部 に 配置 す るこ と とす る 。性 が 求 め ら れ る 施 設 に つい て は、 か さ 上げ 地 及び 低 地部 に 配置 す るこ と とす る 。性 が 求 め ら れ る 施 設 に つい て は、 か さ 上げ 地 及び 低 地部 に 配置 す るこ と とす る 。性 が 求 め ら れ る 施 設 に つい て は、 か さ 上げ 地 及び 低 地部 に 配置 す るこ と とす る 。

２ 整備予定施設の規模

整 備 後 の 全 体 の 施 設 規模 に つい て は 、旧 施 設全 体 の施 設 規模 未 満と す る。整 備 後 の 全 体 の 施 設 規模 に つい て は 、旧 施 設全 体 の施 設 規模 未 満と す る。整 備 後 の 全 体 の 施 設 規模 に つい て は 、旧 施 設全 体 の施 設 規模 未 満と す る。整 備 後 の 全 体 の 施 設 規模 に つい て は 、旧 施 設全 体 の施 設 規模 未 満と す る。

３ 維持管理

整 備 予 定 施 設 に つ い て は、 維 持 管理 費 の低 減 を図 る ため 、 適切 な 施設 規 模に と ど整 備 予 定 施 設 に つ い て は、 維 持 管理 費 の低 減 を図 る ため 、 適切 な 施設 規 模に と ど整 備 予 定 施 設 に つ い て は、 維 持 管理 費 の低 減 を図 る ため 、 適切 な 施設 規 模に と ど整 備 予 定 施 設 に つ い て は、 維 持 管理 費 の低 減 を図 る ため 、 適切 な 施設 規 模に と ど

め る と と も に 、 管 理 業 務の 効 率化 に 努 める こ とと す る。め る と と も に 、 管 理 業 務の 効 率化 に 努 める こ とと す る。め る と と も に 、 管 理 業 務の 効 率化 に 努 める こ とと す る。め る と と も に 、 管 理 業 務の 効 率化 に 努 める こ とと す る。

４ 整備計画一覧表

ニュース③

区分 補助事業の内容

 除去費等

被災した住宅の除去に要する費用（撤去費、引っ越し

費用等）に対する実費補助　※業者に委託したものが

補助対象になります。自力で引っ越した場合は、補助

の対象になりませんので、ご注意ください。

建物  最大457万円

土地  最大206万円

造成  最大59.7万円

新たな住宅の建設・購入及び土地の購入・造成のため

にローンを組んだ場合の利子相当額に対する補助

建設助成等

補助額

最大80.2万円

①①①①
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・・・・
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積
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み
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請請請請

交交交交

付付付付
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・・・・

通通通通

知知知知

③③③③

着着着着

手手手手

工

事

契

約

・

融

資

契

約

工

事

着

手

完完完完

成成成成

・・・・

引引引引

っっっっ

越越越越

しししし

④④④④

実実実実

績績績績

報報報報

告告告告

交交交交

付付付付

額額額額

確確確確

定定定定

・・・・

通通通通

知知知知

⑤⑤⑤⑤

補補補補

助助助助

金金金金

請請請請

求求求求

⑥⑥⑥⑥

補補補補

助助助助

金金金金

受受受受

領領領領

問い合わせ先

地区 区分 施設名 整備先 整備手法 現状 概要

消防防災センター 北地区（西区） 復旧及び追加 整備済 防災センター機能の追加

コミュニティホール 北地区（西区） 復旧及び追加 整備済 避難所機能の追加

（仮称）総合交流センター 北地区（東区） 復旧及び追加 整備中 多目的ホールの追加

高田保育所 和野地区 復旧及び追加 整備中 幼稚園等の追加

高田小学校 高台５ 移転補償 検討中 施設規模の見直し

（仮称）保健福祉総合センター 高台５ 復旧及び追加 検討中

保健センター機能及び福祉機能の

併設

市庁舎 未定 復旧 検討中 検討中

（仮称）市民文化会館 南地区 復旧 検討中

市民会館機能及び中央公民館機

能の併設

（仮称）一本松記念館 南地区 復旧 検討中

博物館、海と貝のミュージアム及び

震災復興展示機能の併設

図書館 南地区 復旧 検討中 商業施設との併設

道の駅 高田松原地内 復旧 検討中 施設規模の見直し

（仮称）運動公園 高田松原北側 復旧 検討中 野球場、サッカー場等の移設

気仙地区コミュニティセンター 高台４ 復旧 検討中 検討中

今泉保育所 高台５ 復旧 検討中 検討中

気仙小学校 高台５ 復旧 検討中 検討中

今泉

高

台

高田

高

台

か

さ

上

げ

地

そ

の

他

予定施設の延床面積 約４７，０００㎡

従来施設の延床面積 ５２，５４７㎡

差　　　引 約５，５４７㎡の減
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都市計画用途地域等の変更に関する説明会・縦覧等のお知らせ

≪説明会の開催は6月12日・13日、会場は陸前高田市役所≫

ニュース②

高 田 地 区 被 災 市 街 地 復 興土 地 区 画整 理 事業 の 土地 利 用計 画 の変 更 に合 わ せ、 高 田地高 田 地 区 被 災 市 街 地 復 興土 地 区 画整 理 事業 の 土地 利 用計 画 の変 更 に合 わ せ、 高 田地高 田 地 区 被 災 市 街 地 復 興土 地 区 画整 理 事業 の 土地 利 用計 画 の変 更 に合 わ せ、 高 田地高 田 地 区 被 災 市 街 地 復 興土 地 区 画整 理 事業 の 土地 利 用計 画 の変 更 に合 わ せ、 高 田地

区 全 体 に 係 る 用 途 地 域 等の 変 更を 行 う ため 、 下記 の とお り 説明 会 を開 催 しま す区 全 体 に 係 る 用 途 地 域 等の 変 更を 行 う ため 、 下記 の とお り 説明 会 を開 催 しま す区 全 体 に 係 る 用 途 地 域 等の 変 更を 行 う ため 、 下記 の とお り 説明 会 を開 催 しま す区 全 体 に 係 る 用 途 地 域 等の 変 更を 行 う ため 、 下記 の とお り 説明 会 を開 催 しま す 。。。。

ま た 、 こ の こ と に 伴 う 都市 計 画 案等 の 縦覧 及 び意 見 書の 受 付に つ いて 、 下記 の とおま た 、 こ の こ と に 伴 う 都市 計 画 案等 の 縦覧 及 び意 見 書の 受 付に つ いて 、 下記 の とおま た 、 こ の こ と に 伴 う 都市 計 画 案等 の 縦覧 及 び意 見 書の 受 付に つ いて 、 下記 の とおま た 、 こ の こ と に 伴 う 都市 計 画 案等 の 縦覧 及 び意 見 書の 受 付に つ いて 、 下記 の とお

り お 知 ら せ し ま す 。 都 市計 画 案等 に つ いて 意 見の あ る市 民 及び 利 害関 係 者は 、 意見 書り お 知 ら せ し ま す 。 都 市計 画 案等 に つ いて 意 見の あ る市 民 及び 利 害関 係 者は 、 意見 書り お 知 ら せ し ま す 。 都 市計 画 案等 に つ いて 意 見の あ る市 民 及び 利 害関 係 者は 、 意見 書り お 知 ら せ し ま す 。 都 市計 画 案等 に つ いて 意 見の あ る市 民 及び 利 害関 係 者は 、 意見 書

受 付 期 間 内 に 陸 前 高 田 市長 に 対し て 意 見書 を 提出 で きま す 。受 付 期 間 内 に 陸 前 高 田 市長 に 対し て 意 見書 を 提出 で きま す 。受 付 期 間 内 に 陸 前 高 田 市長 に 対し て 意 見書 を 提出 で きま す 。受 付 期 間 内 に 陸 前 高 田 市長 に 対し て 意 見書 を 提出 で きま す 。

▼開催日時▼開催日時▼開催日時▼開催日時

平成２７年６月１２日（金）平成２７年６月１２日（金）平成２７年６月１２日（金）平成２７年６月１２日（金） 午後７時から午後７時から午後７時から午後７時から

平成２７年６月１３日（土）平成２７年６月１３日（土）平成２７年６月１３日（土）平成２７年６月１３日（土） 午前１０時から午前１０時から午前１０時から午前１０時から

▼▼▼▼場所場所場所場所 陸前高田市役所４号棟第６会議室陸前高田市役所４号棟第６会議室陸前高田市役所４号棟第６会議室陸前高田市役所４号棟第６会議室

▼説明内容▼説明内容▼説明内容▼説明内容

①陸前高田都市計画用途地域の変更について（高田地区）①陸前高田都市計画用途地域の変更について（高田地区）①陸前高田都市計画用途地域の変更について（高田地区）①陸前高田都市計画用途地域の変更について（高田地区）

高田地区の土地利用計画変更に合わせて、各エリアに応じた用途地域を指定します。

②陸前高田都市計画準防火地域の変更について②陸前高田都市計画準防火地域の変更について②陸前高田都市計画準防火地域の変更について②陸前高田都市計画準防火地域の変更について

①の変更に伴い、市街地の火災の危険を防ぐため、商業地域、近隣商業地域等を準防火地域に

指定します。

③陸前高田都市計画高田地区地区計画の決定について③陸前高田都市計画高田地区地区計画の決定について③陸前高田都市計画高田地区地区計画の決定について③陸前高田都市計画高田地区地区計画の決定について

高田地区における建物の建築等に関し、かさ上げの安全性の維持、良好な生活環境等の確保の

ため、用途地域よりさらにきめ細かいルールとして地区計画を定めます。

▼都市計画変更案等の概要▼都市計画変更案等の概要▼都市計画変更案等の概要▼都市計画変更案等の概要 右ページ図面のとおり。右ページ図面のとおり。右ページ図面のとおり。右ページ図面のとおり。

▼縦覧期間・意見書受付期間▼縦覧期間・意見書受付期間▼縦覧期間・意見書受付期間▼縦覧期間・意見書受付期間

※※※※ 地区計画は、制度上、まず、原案について縦覧と意見書受付を行い、その意見書を踏まえて地区計画は、制度上、まず、原案について縦覧と意見書受付を行い、その意見書を踏まえて地区計画は、制度上、まず、原案について縦覧と意見書受付を行い、その意見書を踏まえて地区計画は、制度上、まず、原案について縦覧と意見書受付を行い、その意見書を踏まえて

検討した案について、改めて縦覧と意見書受付を行います。検討した案について、改めて縦覧と意見書受付を行います。検討した案について、改めて縦覧と意見書受付を行います。検討した案について、改めて縦覧と意見書受付を行います。

▼意見書提出方法▼意見書提出方法▼意見書提出方法▼意見書提出方法

下記提出先へ持参又は郵送で提出してください。（各意見書受付期間の末日の消印有効）下記提出先へ持参又は郵送で提出してください。（各意見書受付期間の末日の消印有効）下記提出先へ持参又は郵送で提出してください。（各意見書受付期間の末日の消印有効）下記提出先へ持参又は郵送で提出してください。（各意見書受付期間の末日の消印有効）

様式は任意ですが、「意見書」と表記し、案件名、住所、氏名、電話番号を記入してください。様式は任意ですが、「意見書」と表記し、案件名、住所、氏名、電話番号を記入してください。様式は任意ですが、「意見書」と表記し、案件名、住所、氏名、電話番号を記入してください。様式は任意ですが、「意見書」と表記し、案件名、住所、氏名、電話番号を記入してください。

提出された意見は、意見の要旨を陸前高田市都市計画審議会に提出します。提出された意見は、意見の要旨を陸前高田市都市計画審議会に提出します。提出された意見は、意見の要旨を陸前高田市都市計画審議会に提出します。提出された意見は、意見の要旨を陸前高田市都市計画審議会に提出します。

個別には回答しませんのでご了承願います。個別には回答しませんのでご了承願います。個別には回答しませんのでご了承願います。個別には回答しませんのでご了承願います。

▼縦覧場所・意見書提出先▼縦覧場所・意見書提出先▼縦覧場所・意見書提出先▼縦覧場所・意見書提出先

〒〒〒〒029029029029----2292229222922292 陸前高田市高田町字鳴石陸前高田市高田町字鳴石陸前高田市高田町字鳴石陸前高田市高田町字鳴石42424242番地番地番地番地5555

陸前高田市役所陸前高田市役所陸前高田市役所陸前高田市役所 ３号棟１階３号棟１階３号棟１階３号棟１階 都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課

☎☎☎☎0192019201920192----54545454----2111211121112111（内線（内線（内線（内線 302302302302））））

高田地区と同様に、今泉地区についても今後、用途地域や地区計画の変更・決定を予定しています。高田地区と同様に、今泉地区についても今後、用途地域や地区計画の変更・決定を予定しています。高田地区と同様に、今泉地区についても今後、用途地域や地区計画の変更・決定を予定しています。高田地区と同様に、今泉地区についても今後、用途地域や地区計画の変更・決定を予定しています。

詳しくは、都市計画課（内線３０２）まで。詳しくは、都市計画課（内線３０２）まで。詳しくは、都市計画課（内線３０２）まで。詳しくは、都市計画課（内線３０２）まで。

 

⑦⑦⑦⑦区画整理区域外区画整理区域外区画整理区域外区画整理区域外

基本的には変更なし。ただし、用

途地域が指定されていた浸水区域

については、白地等に変更。

用途地域・準防火地域の変更案の概要（高田地区）用途地域・準防火地域の変更案の概要（高田地区）用途地域・準防火地域の変更案の概要（高田地区）用途地域・準防火地域の変更案の概要（高田地区）

●準防火地域●準防火地域●準防火地域●準防火地域

市街地の火災の危険を防ぐための地域。

一定規模以上の建築物について、耐火建築

物や準耐火建築物とする必要がある。

高田地区地区計画の原案の概要高田地区地区計画の原案の概要高田地区地区計画の原案の概要高田地区地区計画の原案の概要

 

①高台住宅地①高台住宅地①高台住宅地①高台住宅地

第一種中高層住居専用地域

良好な住居環境を守る地域で、小

規模の店舗や病院等も建築可能。

②かさ上げ住宅地②かさ上げ住宅地②かさ上げ住宅地②かさ上げ住宅地

第一種住居地域

住居環境を守る地域で、中規模な

店舗やホテル等も建築可能。

③かさ上げ準商業エリア③かさ上げ準商業エリア③かさ上げ準商業エリア③かさ上げ準商業エリア

近隣商業地域

近隣に対する商業や業務のため

の地域で、住宅や小規模な工場

等も建築可能。

④かさ上げ商業エリア④かさ上げ商業エリア④かさ上げ商業エリア④かさ上げ商業エリア

商業地域

商業や業務のための地域で、住宅

や小規模な工場等も建築可能。

⑤平地部⑤平地部⑤平地部⑤平地部

白地地域

土地利用を想定しない地域。

⑥かさ上げ工業エリア・南幹線沿道平地部⑥かさ上げ工業エリア・南幹線沿道平地部⑥かさ上げ工業エリア・南幹線沿道平地部⑥かさ上げ工業エリア・南幹線沿道平地部

準工業地域

軽工業等のための地域で、危険性や環境影

響が大きい工場以外はほぼ可能。

①かさ上げ地①かさ上げ地①かさ上げ地①かさ上げ地

地盤面の高さを下げる

ことの制限

かさ上げの安全性を維

持するため。

②中心市街地（商業地域）②中心市街地（商業地域）②中心市街地（商業地域）②中心市街地（商業地域）

風俗施設（店舗型営業）の制限

住宅地が近接しており、良好な

環境を維持するため。

④区画整理区域（居住区域）④区画整理区域（居住区域）④区画整理区域（居住区域）④区画整理区域（居住区域）

ブロック塀の高さの制限

災害時の避難連絡確保、落下物

防止等防災のため。

③中心市街地（準工業地域）③中心市街地（準工業地域）③中心市街地（準工業地域）③中心市街地（準工業地域）

危険な工場（火薬等）の制限

住宅地が近隣しており、良好な

環境を維持するため。

（その他、地区計画以外の事項）

・中心市街地における専用住宅の建築につ

いては、ガイドラインや借地契約の条件と

してルールを検討予定です。

・良好な景観をつくっていくためのまちな

みの方針等も検討を予定しています。

案　　　　件

（１）用途地域

（２）準防火地域

【①　原案について※】【①　原案について※】【①　原案について※】【①　原案について※】 【②　案について※】【②　案について※】【②　案について※】【②　案について※】

縦覧　縦覧　縦覧　縦覧　　　       ６月１５日（月）～６月２９日（月） 縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付

意見書受付意見書受付意見書受付意見書受付　　６月１５日（月）～７月６日（月） ７月１３日（月）～７月２７日（月）

期　　　　　　　　　　　　間

縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付縦覧・意見書受付　　平成２７年６月１５日（月）～平成２７年６月２９日（月）

（３）高田地区地区計画

時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く）時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く）時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く）時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く）

説明会について

縦覧・意見書の受付について

その他


